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Ｑ＆Ａ 

職場内でのいじめに対する対応について 

 

Ｑ． クリニックを開設していますが、最近、看護師の一人より、同僚からいじめを受けて休職

せざるを得なくなったと相談がありました。しかし、話を聞くと、原因がプライベートなこ

とのようですので、関与すべきか迷っています。このまま対策をしなかった場合、私自身が

いじめに直接関与していなくても、クリニックの開設者として法的な責任を問われるような

ことがありえるのでしょうか。 

 

 

Ａ． 本件のいじめがパワーハラスメントには該当しないことを前提に回答します（パワーハラ

スメントについては、別稿「＃31.医療機関におけるパワーハラスメント問題」をご参照くだ

さい）。結論から言うと、職員内によるいじめを放置し、そのため被害者がメンタルヘルスに

不調を来し休職せざるを得なくなったり自殺したりするなどの事態に至った場合、質問者の

ような立場にある方には、被害者の損害を賠償すべき法的責任が認められる可能性がありま

す。その理由は次のとおりです。 

まず、職員らを雇う立場にある使用者には、法律上、労働者たる職員がその生命、身体等

の安全を確保しつつ働けるよう、必要な配慮をすべき義務（安全配慮義務）が定められてい

ます（労働契約法 5 条）。また、裁判例の中には、使用者のみならず、職場の管理者にもこ

の安全配慮義務があると認めたものが多数存在します。したがって、クリニックの開設者（使

用者）や院長（職場の管理者）といった立場にある方は、原則としてこの安全配慮義務を負

っていると考えた方がよいでしょう。 

そのうえで、裁判例によれば、使用者や職場の管理者には、この安全配慮義務に基づき、

職場内でのいじめを認識した際には、これを放置せず、適切な対応をすべき法的義務がある

とされています。これは、職員の安全の確保のためには、職務行為それ自体についてのみな

らず、これと関連して、ほかの職員からもたらされる生命、身体等に対する危険についても

加害行為を防止するとともに、生命、身体等への危険から被害職員の安全を確保して被害発

生を防止し、職場における事故を防止すべきと考えられることによるものです（川崎市水道

局事件第一審判決参照）。 

では、この安全配慮義務を負う者が職場内でのいじめを知った場合、どのように対応すべ
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きなのでしょうか。事案に応じて個別具体的に考える必要がありますが、例えば、前出の川

崎市水道局事件では、概ね次のような対応をすべきであったと認定されています。 

 

① 責任者が自らいじめを制止すること。 

② 責任者が自ら被害者に謝罪し、また加害者にも謝罪させるなどしてその精神的負荷を和ら

げるなどの適切な処置をとること。 

③ 人事担当部署など適切な部署がある場合にはその部署に報告して指導を受け、ない場合に

はただちに自らいじめの事実の有無を積極的に調査すること。 

④ 速やかに防止策、加害者等関係者に対する適切な措置あるいは被害者の配転などの善後策

を講じること。なお、この善後策を講じる義務としては、単に休職した被害者の職場復帰

を図るだけでは足りず、より積極的な職場環境の調整が必要。 

 

このように、いじめを放置し適切な対応をしなかった使用者や職場の責任者には、そのい

じめにより被害者が被った損害を賠償すべき責任が生じることがあります。また、この責任

は、いじめの直接の加害者との連帯責任として認められる場合があります（誠昇会北本共済

病院事件参照）。職場におけるメンタルヘルス不調者の数は増加傾向にあるとされています。

その原因は一概には言えませんが、その原因が職場内でのいじめである場合、いじめの存在

を知りながら放置していると、思ってもいないような多額の損害賠償責任を負うことにもな

りかねません。また、いじめを放置しておくことによって、職場環境の悪化により離職者が

増え有能な人材が流出してしまったり、風評により患者数が減ったりする危険性もあります。

いじめの原因がどういうものであれ、職員のなかでのいじめを認識した場合には、速やかに

聞き取りを行い、まず事実関係を把握したうえで積極的に対応することが望ましいと言える

でしょう。 
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